
 
 

「ＩＴＳスポット」ロゴ使用規程 

 

 

１．目的 

本規程は、ＩＴＳスポットのロゴ（以下「ＩＴＳスポットロゴ」という。）につ

いて、その使用方法、使用手続き等を定め、ＩＴＳスポットロゴの適正な使用を通

じてＩＴＳスポットサービスの認知度向上やサービス利用者の混乱を回避し、もっ

てＩＴＳスポットサービスの普及促進に寄与することを目的とする。 

 

２．使用許可 

（１）ＩＴＳスポットロゴの使用を希望する者は、ＩＴＳスポットロゴ使用許可申請

書（様式１）を国土交通省道路局に提出し、その許可を受けなければならない。 

（２）国土交通省道路局は、（１）の申請に係るＩＴＳスポットロゴの使用が、ＩＴＳ

スポットサービスの普及促進に資すると認められ、かつ、その使用目的が次の要

件のいずれかに該当する場合には、様式１（ＩＴＳスポットロゴ使用許可申請書

／使用許可書）の写しを捺印して、申請者に交付する。 

①ＩＴＳ車載器、ＩＴＳスポット路側機器、ＩＴＳスポット対応カーナビ等ＩＴ

Ｓスポットサービスに関連する商品／部品製造者。 

②ＩＴＳスポットサービスの安全、円滑な運用若しくは普及促進又はＩＴＳスポ

ットサービスの利用者の利便に資する事業又は業務に関して使用されるもので

あること。 

（３）有料道路事業者及び各地方整備局等の道路部局は、許可を受けずに、ＩＴＳス

ポットロゴを使用することができる。 

 

３．使用方法等 

（１）ＩＴＳスポットロゴを使用する者（以下「ＩＴＳスポットロゴ使用者」という。）

は、本規程、使用許可書に付された使用条件及び「ＩＴＳスポットロゴマニュア

ル」（以下「本規程等」という。）を遵守し、ＩＴＳスポットロゴを適正に使用し

なければならない。 

（２）ＩＴＳスポットロゴ使用者は、ＩＴＳスポットロゴを自ら積極的に使用すると

ともに、小売店等に使用を促すなどにより、ＩＴＳスポットサービスの普及促進

に努めるものとする。 

（３）ＩＴＳスポットロゴを商品等に表示する場合には、当該商品等又はその製造者 

         等の名称、商標等を併せて表示するなど、ＩＴＳスポットロゴが当該商品等の名 

又は商標と誤認されないよう配慮するものとする。 

（４）ＩＴＳスポットロゴ使用者は、自らＩＴＳスポットロゴを使用するほか、当該

商品等を供給し、又は委託する小売店、セットアップ店等（以下「小売店等」と

いう。）にＩＴＳスポットロゴを使用させることができる。この場合、ＩＴＳス

ポットロゴ使用者は、その責任で、小売店等に本規程等を遵守させなければなら

ない。 



４．状況報告 

（１）国土交通省道路局は、ＩＴＳスポットロゴの使用者に、様式２（ＩＴＳスポッ

トロゴ使用状況報告書）により、使用状況の報告を求めることができる。 

（２）本規程に基づくＩＴＳスポットロゴの正当な使用に関する第三者との紛争につ

いては、国土交通省道路局が一切の責任を負うものとする。 

ＩＴＳスポットロゴの使用者は、ＩＴＳスポットロゴの使用に関し、第三者と

紛争が生じた場合又は紛争が生じる恐れがある場合には、その状況を速やかに国

土交通省道路局に報告しなければならない。 

 

５．許可の取り消し等 

（１）国土交通省道路局は、ＩＴＳスポットロゴ使用者が次のいずれかに該当した場

合には、ＩＴＳスポットロゴの使用許可を取り消し、期間を限って使用を停止さ

せ、使用の方法若しくは目的を制限し、又はその者に対しＩＴＳスポットロゴを

使用した商品等の回収若しくは廃棄等を求めることができる。この場合、ＩＴＳ

スポットロゴ使用者は、正当な理由なくこれを拒むことができない。 

①本規定等に違反してＩＴＳスポットロゴを使用したとき 

②ＩＴＳスポットロゴ使用した商品等がＩＴＳスポットサービスの普及促進に

支障を及ぼす恐れがあるとき又はＩＴＳスポットロゴを公序良俗に反する方

法で使用したとき。 

（２）国土交通省道路局は、（１）の措置を講ずるときは、あらかじめ当該ＩＴＳスポ

ットロゴ使用者の意見を聞かなければならない。 

（３）有料道路事業者及び各地方整備局等道路部局は、ＩＴＳスポットの運用に著し

い支障があると認められる場合、その他特に必要がある場合には、特定のＩＴＳ

スポットロゴ使用者に対し（１）の措置を講ずるよう、国土交通省道路局に求め

ることができる。 

 

６．損害賠償 

ＩＴＳスポットロゴの使用者はＩＴＳスポットロゴの使用に関し国土交通省道

路局に損害を与えた場合はその損害を賠償しなければならない。 

 

７．許可の期間 

ＩＴＳスポットロゴの使用許可の期間は、国土交通省道路局が許可書を交付した

日から１年とする。この期間満了の日の１カ月前までに国土交通省道路局又はＩＴ

Ｓスポット使用者の双方から何らの意思表示がなされないときは、期間満了の日の

翌日からさらに 1年間有効とし、以後この例による。 

 

８．管轄裁判所 

本規程によるＩＴＳスポットロゴの使用に関し、国土交通省道路局とＩＴＳスポ

ット使用者との間に紛争が生じた場合の管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。 


